
令和８年度京都市住宅の自家消費型太陽光発電設備等設置促進補助金交付 

の申請に関する業務委託仕様書 

   

１ 目的 

脱炭素社会の実現に向け、住宅に太陽光発電設備及び蓄電池等を導入する場合に、その経費の

一部を補助することにより、再生可能エネルギーの普及拡大及び自家消費の最大化を図ることを

目的として、自家消費型太陽光発電設備等設置促進補助を実施する。 

本件は、令和８年度京都市住宅の自家消費型太陽光発電設備等設置促進補助金（以下「補助金」

という。）の申請に関する業務（以下「本業務」という。）を委託するものである。 

 

２ 業務委託の内容 

本業務の委託内容は、次のとおりである。 

 

(1) 補助金の申請受付等業務  

補助金の申請受付等業務について、次のア～ウのとおり実施すること。 

 

ア 問合せ窓口業務  

補助事業の制度全般や申請書類の記載方法等に関する市民及び事業者等からの問合せに対

応すること。 

なお、業務の実施に当たり、対面窓口の設置については必須ではないが、適切な体制を構

築すること。  

(ｱ) 基本事項 

ａ 対応期間（予定） 

申請受付開始の日（令和８年５月上旬頃）から令和９年３月末まで 

ｂ 実施体制 

業務の実施に当たり、十分な人員等を用意すること。特に業務が繁忙の際は、本市と

協議のうえ、体制の強化を行うこと。 

市民及び事業者等からの問合わせに対しては、電話、メール等により対応すること。 

また、補助金の申請及び相談対応専用のメールアドレスを準備すること。 

ｃ 運営時間 

原則、月～金曜日（祝日及び年末年始を除く。）の午前９時から午後５時までとする。 

(ｲ) 申請の手引きの作成及び専用ＨＰの作成・更新 

申請者が申請手続等を容易に理解できるよう、申請受付開始までに申請の手引き、様式、

申請書類の記載例及びよくある質問とその回答等を作成し、専用のＨＰを作成のうえ、公

開すること。 

なお、申請の手引き等については、使用開始前に本市に提出のうえ、承認を得ること。 

 

イ 事務処理業務 

申請書類の受付・内容確認、交付決定通知書等の送付及び補助金の振込みのほか、補助事

業に関して必要となる事務処理を行うこと。 
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(ｱ) 基本事項 

ａ 対応期間（予定） 

申請受付開始の日（令和８年５月上旬頃）から令和９年３月末（※）まで 

※ 予算額に達し次第（先着順）、申請受付を終了。 

  b 実施体制 

想定される業務量等に応じて、適正に事務処理を進められる体制を確保すること。 

  c 個別の手続の進捗管理 

申請者からの問合せに対して即座に対応できるよう、申請の内容や進捗について適切

に管理を行うこと。 

(ｲ) 申請書類の受付・確認・不備対応 

ａ 事務処理の主な流れ 

(a) 提出された交付申請書、事前登録申込書（任意提出）（※１）、事業開始承認申請書

（※２）（以下「申請書類等」という。）の記載事項に漏れがないこと及び必要書類が添

付されていることを確認する。 

※１ 補助金の交付を受けようとする者が、工事着工前に補助金額分の予算を確

保するために任意で行う申込みのことをいう 

※２ 建築物の新増築工事と補助対象設備の設置工事を一体で契約し、やむを得

ない理由により補助対象設備の設置が複数年度にわたる場合、その初年度に

行う事業開始に係わる申込のことをいう。 

(b) 必要書類がすべてそろった段階で申請書類等を受領する。 

(c) 記載事項等に疑義や不整合、不備等がある場合は、必要に応じて申請者に連絡の

うえ是正させる。 

(d) 不備等の修正が完了した申請書類等を、原則、電子データで本市に回付する。（必

要に応じて紙出力した状態での回付を求める場合がある。） 

(e) 本市での確認後、交付決定通知書、事前登録完了通知書、事業開始承認通知書を

作成し、申請者にメールで送付する。 

(f) 申請者からの請求に基づき、補助金の振込みを行う。 

ｂ 注意事項 

(a) 不備等により保留案件となっているものについては、申請者への連絡等、不備等の

解消のために必要な対応を遅滞なく行うこと。なお、事務処理の運用（窓口に申請書

類が提出されてから不備等の指摘を行うまでの日数や指摘の連絡方法等）の詳細につ

いては、必要に応じて京都市と協議のうえ別途定めることとする。 

(b) 補助金交付要綱等の解釈や運用等について疑義が生じた場合は、相談内容及び対応

案等を記録したうえで、本市と協議を行うこと。 

(ｳ) 補助金等の効果的な普及啓発の実施 

ａ 本市施設や受付業務を行う窓口等での配布等を目的とした分かりやすいチラシ等を

作成すること。作成したチラシ等について、窓口以外の配架・掲示先を検討し、補助金

の効果的な普及啓発を行うこと。 

ｂ 本補助金制度の活用を促すため、補助対象設備の導入検討者となる市民や、ハウスメ

ーカー、工務店、太陽光発電設備の販売・施工業者等の事業者等への説明を積極的に行
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い、本事業の普及拡大に努めること。また、オンラインや各種関連するイベントなどあ

らゆる情報発信の手法を検討し、実施すること。 

(ｴ) 電子申請システムの利用 

 申請者から提出される申請書類等の受付については、申請者が簡易にオンライン上で手

続を行うことができる体制を構築・運用し、電子的に管理のうえ収受すること。 

その際、本市が利用する「京都府・市町村共同電子申請サービス（e-tumo）」等の既存の

電子申請システムの活用も可能であり、本市と協議のうえ適切に対応すること。 

 

ウ データ管理  

(ｱ) 基本方針  

ａ 情報の漏えい等が生じないよう万全な管理体制を構築すること。  

ｂ 収集したデータは、申請者等が特定できない数値等のデータに加工したうえで分析等に

用いること。  

(ｲ) 実施事項  

ａ 本市において、事業の進捗状況を把握できるよう、申請件数、交付決定件数、申請額、

事前登録申込、事業開始承認申込、交付決定額について毎月集計を行い、原則、月１回、

本市へ電子データにより報告すること。  

ｂ ａの内容については常に報告が可能な状態にすること。  

ｃ そのほか、業務に必要なデータを収集、作成すること。  

 

 (2) 補助対象設備及び補助額、想定件数 

補助対象設備及び補助額、想定件数は以下のとおりである。 

※ 申請想定件数は、申請状況に応じて増減する可能性有。 

補助対象設備 補助額 想定件数 

①次の支援対象設備を同時に設置

する場合 

⑴ 太陽光発電設備 

⑵ 蓄電池又は V2H 充放電設備 

太陽光：７万円/kW 

蓄電池：５万円/kWh（導入費用の

１／３を上限とする）（※） 

Ｖ２Ｈ充放電設備：１０万円（※） 

２５０件 

新築１００件 

既築１５０件 

②高効率給湯機器 

（太陽光と蓄電池同時設置の場合

のみ） 

対象費用の１／２ 

（上限あり） 
１０件 

③既存の太陽光発電システムの追

加設備として、蓄電池又は V2H 充

放電設備を設置する場合 

１０万円／件 ３０件 

※ 蓄電池とＶ２Ｈ充放電設備の両方を設置した場合の補助対象設備（補助額）は、両方では

なく、いずれかとする。 
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(3) その他の業務  

 

ア 実施体制の構築 

契約締結後速やかに本市との調整を担う事務局を設置し、適正かつ確実に業務を遂行でき

る体制を構築すること。  

 

イ 人員の配置  

本市との対応窓口として現場責任者を１名以上配置し、受託業務の進捗管理等を行うこと。  

 

ウ 業務工程表の提出  

業務の実施に当たり、事前に業務工程表を提出すること。  

 

エ リスクマネジメント  

想定されるリスクについて、各業務の課題を早めに抽出し、先を見越した調整を行うなど

リスク低減を図ること。また、トラブル発生時には速やかに必要な対策を講じるとともに、

今後同様のトラブルが生じないための改善策を整理、実施すること。  

 

オ 業務改善  

業務の効率化を目的として、随時業務改善の提案を行うこと。また、業務遂行上で生じる

問題点やさらなる業務効率化に向けた事務処理方法を分析・検討し、常に業務改善に努める

こと。  

 

カ 成果品の提出等  

本業務終了後、本市に納品する成果品は、以下のとおりとする。また、紙資料（ファイル

に綴じ背表紙を付けること）については、１部提出し、電子データ（※）は DVD-R 等の記録

媒体に収録して提出すること。  

なお、本業務により得られた成果及び成果品の著作権は本市に帰属するものとし、業務完

了後は、本市の承諾を得ずに、本業務によって得られた成果品をはじめとする各資料を保持

しないこととする。  

※ 電子データは、Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft Power Point、Adobe 

Acrobat を基本とする。その他のアプリケーションを用いる場合は、本市と協議を行うこ

と。  

(ｱ) 業務報告書  

(ｲ) 申請者から提出された申請書類等  

(ｳ) 申請者に送付した交付決定通知書等  

(ｴ) その他本市が指示するもの  

(ｵ) 本業務で取得、利用又は作成した資料  

 

３ 業務委託期間  

契約締結日の翌日から令和９年３月３１日（水）まで  



 

5 

 

４ 個人情報の取扱い及び情報セキュリティ対策 

 

(1) 基本事項  

受注者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び京都市個人情報保護

条例（平成５年４月１日京都市条例第１号）を遵守するとともに、本業務の履行において知り得

た個人情報については、契約期間中のみならず契約期間終了後においても、業務の用に供する目

的以外には利用しないこと。また、本業務の履行において知り得た個人情報を第三者に漏えいし

てはならない。  

 

(2) 事故の発生  

受注者は、本委託業務遂行上の不適切な事務処理等により、個人情報保護ができていなかった

又は保護できていない可能性が生じた場合、ただちに本市に報告し、本市の指示に従うこと。 

なお、この場合に生じた費用及び損害については、全て受注者が負担すること。  

 

５ その他の仕様  

 

(1) 本委託業務は、本仕様書によるほか、「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」、

「電子計算機による事務処理等（入力等）の委託契約に係る共通仕様書」（以下「共通仕様書」

という。）及び関係法令等に準拠して実施するものとする。  

なお、本仕様書に定める内容と共通仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、本仕様書

に定める内容を優先するものとする。  

 

(2) 本仕様書の内容について疑義が生じた場合又は本業務の遂行上必要と認められるもので本

仕様書に定めのない事項が生じた場合は、その都度、本市と協議のうえ業務を進めること。 

 

 


